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１【提出理由】

2026年６月26日開催の当行第123回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2026年６月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

Ａ．期末配当に関する事項

(a)株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当行普通株式１株につき金10円

総額2,498,873,840円

(b)剰余金の配当が効力を生ずる日

2026年６月29日

Ｂ．その他の剰余金の処分に関する事項

(a)増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 6,000,000,000円

(b)減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 6,000,000,000円

第２号議案 監査等委員である取締役以外の取締役６名選任の件

取締役として、佐藤 稔、遠藤勝利、関根 貴、金成 倫、小西雅子、畠 利行を選任する。

第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

取締役として、高橋由美子、久田高正、小田 徹、高木侑子を選任する。



(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項
賛成数

（個）

反対数

（個）

棄権数

（個）
可決要件

決議の結果及び

賛成率（％）

第１号議案

剰余金の処分の件
2,053,279 38,495 1 (注)１ 可決 98.15

第２号議案

監査等委員である取締役以外

の取締役６名選任の件

(注)２

１ 佐藤 稔 2,013,468 78,333 1 可決 96.25

２ 遠藤 勝利 2,013,722 78,080 1 可決 96.26

３ 関根 貴 2,049,801 42,001 1 可決 97.99

４ 金成 倫 2,048,007 43,795 1 可決 97.90

５ 小西 雅子 2,015,092 76,712 1 可決 96.33

６ 畠 利行 2,050,881 40,923 1 可決 98.04

第３号議案

監査等委員である取締役４名

選任の件

(注)２

１ 高橋 由美子 2,030,179 61,619 1 可決 97.05

２ 久田 高正 2,049,092 42,712 1 可決 97.95

３ 小田 徹 2,049,292 42,512 1 可決 97.96

４ 高木 侑子 2,051,337 40,467 1 可決 98.06

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株

主の議決権の過半数の賛成による。


